
 

 

2021年 7月 9日 

 

一般社団法人生命保険協会 

 

 

 

緊急事態宣言発令対象都市における業界共通試験の対応について（その７） 

 

標記に関しまして、沖縄県に発令されている緊急事態宣言の実施期間が８月２２日まで延長される

とともに、７月１２日より実施区域に東京都が追加されることが決定しました。つきましては、今後

の対象地域における業界共通試験運営方針について下記のとおりご連絡いたします。 

業界共通試験運営方針については４月２６日付でお知らせしている内容から変更ございません。 

なお、今後の政府方針等によっては方針を見直す可能性があります。 

 

記 

 

＜業界共通教育試験の実施について＞ 

・緊急事態宣言時の業界共通試験運営方針は、『法令にもとづく緊急事態宣言が発令された場合発令

対象となった地域、期間での試験を受験不可とします。』としております。 

・しかしながら、今回の緊急事態宣言では昨年４月時よりも自粛対象が絞り込まれており、各種試験

の実施運営に関しては自粛対象とされていないこと、また、試験運営会社のプロメトリック社から

も通常通り試験開催する旨の連絡を受けていることから、緊急事態宣言期間中の対象地域における

業界共通試験についても、通常通り開催することといたします。 

・なお、受験者においては、これまで同様、感染防止対策の徹底をお願いいたします。 

 

＜プロメトリック社からの連絡事項＞ 

・今般の緊急事態宣言での休業要請は飲食業や大型商業施設に限定されることから、ＣＢＴ試験にお

いては通常通り実施いたします。ご来場の際には引き続きマスクの着用、手指の消毒、会話を極力

控えていただくなどの感染対策にご協力をお願い申し上げます。  

 

＜その他＞ 

・今後の状況次第で、各試験会場の運営企業が独自に営業を自粛する（会場を閉鎖する）可能性もある

ため、その場合は別途ご連絡いたします。 

 

以上 

 


